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　2,000億円を上限とします。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年 9月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項について、半期報

告書の提出等に伴ない、訂正すべき事項および追加すべき事項がありましたので、関係事項を下記のとおり訂正するもの

であります。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容は原届出

書の更新後の内容です。なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」は原届出書の更新後の

内容を記載しています。また、「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」には原届出書の「１　財務諸表」

に追加される｢中間財務諸表」の内容および更新後の「２　ファンドの現況」の内容を記載しています。
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第一部【証券情報】

（２）内国投資信託受益証券の形態等

＜訂正前＞

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受

けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機

関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機

関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載

または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるＤＩＡＭアセッ

トマネジメント株式会社（平成28年10月1日より、アセットマネジメントＯｎｅ株式会社となります（予

定）。以下、新会社名を記載します。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示

する受益証券を発行しません。

また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供され

た信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。

 

＜訂正後＞

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受

けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機

関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機

関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載

または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマネジ

メントＯｎｅ株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。

また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供され

た信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。

 

（４）発行（売出）価格

＜訂正前＞

取得申込日の基準価額とします。

※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を計算日における受益

権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会

は下記においてできます。

照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号

※

アセットマネジメントＯｎｅ株式

会社

http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
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注：委託会社に対する照会先の情報は、平成28年10月1日現在（予定）のものです。なお、電話番号はコールセンター

のものです（以下同じ）。

※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）

 

＜訂正後＞

取得申込日の基準価額とします。

※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を計算日における受益

権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会

は下記においてできます。

照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号

※

アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694

注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。

※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１ファンドの性格

（２）ファンドの沿革

＜訂正前＞

平成10年10月22日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

平成19年１月４日 投資信託振替制度へ移行

平成19年７月１日 当ファンドの名称を「富士ＴＯＰＩＸオープン」から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰ

ＩＸオープン」に変更

当ファンドの主要投資対象である「富士ＴＯＰＩＸオープンマザーファン

ド」の名称を「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」に変更

平成28年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア

セットマネジメントＯｎｅ株式会社に承継（予定）

 

＜訂正後＞

平成10年10月22日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

平成19年１月４日 投資信託振替制度へ移行

平成19年７月１日 当ファンドの名称を「富士ＴＯＰＩＸオープン」から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰ

ＩＸオープン」に変更

当ファンドの主要投資対象である「富士ＴＯＰＩＸオープンマザーファン

ド」の名称を「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」に変更

平成28年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア

セットマネジメントＯｎｅ株式会社に承継

 

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

①　当ファンドの運営の仕組み

（略）

 
②　ファミリーファンド方式の仕組み

（略）

 
③　委託会社の概況

１．資本金の額　20億円（平成28年10月1日現在（予定））

 

２．会社の沿革

（中略）
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平成28年10月１日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式

会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部

門）が統合し、商号をアセットマネジメントＯｎｅ株式会社に変更

（予定）

 

３．大株主の状況(平成28年10月1日現在（予定））

（略）

 

＜訂正後＞

①　当ファンドの運営の仕組み

（略）

 

②　ファミリーファンド方式の仕組み

（略）

 

③　委託会社の概況

１．資本金の額　20億円（平成28年10月1日現在）

 

２．会社の沿革

（中略）

平成28年10月１日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式

会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部

門）が統合し、商号をアセットマネジメントＯｎｅ株式会社に変更

 

３．大株主の状況(平成28年10月1日現在）

（略）

 

２投資方針

（３）運用体制

＜訂正前＞

委託会社（平成28年10月1日現在（予定））におけるファンドの運用体制については、以下のとおりで

す。

a．ファンドの運用体制

（略）

 
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

（略）

 
  ｃ．運用体制に関する社内規則
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（略）

 

※運用体制は、今後変更となる場合があります。

※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

 

＜訂正後＞

a．ファンドの運用体制

（略）

 

  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

（略）

 

  ｃ．運用体制に関する社内規則

（略）

 

※運用体制は平成28年10月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

 

３投資リスク

＜訂正前＞

(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

（略）

 

(2) リスク管理体制

委託会社（平成28年10月1日現在（予定））におけるファンドの投資リスクに対する管理体制について

は、以下のとおりです。

（中略）

 

※リスク管理体制は、今後変更になることがあります。

 

(参考情報)ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較（2011年4月～2016年3月）

■当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価

額の推移

■当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の

比較
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分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして計

算していますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。なお、

分配金再投資基準価額は、1999年1月4日の当ファンドの基準価額（9,649

円）に合わせて指数化しています。（以下同じ。）

年間騰落率（各月末時点について１年前と比較したもの）は、分配金再

投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した

騰落率とは異なる場合があります。

 上記は、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、

2011年４月～2016年３月の５年間における年間騰落率（各月末時点につい

て１年前と比較したもの）の平均・最大・最小を表示したものです。

当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算していま

すので、基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります。

代表的な資産クラスは比較対象として記載しているため、当ファンドの投

資対象とは限りません。

（後略）

 

＜訂正後＞

(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

（略）

 

(2) リスク管理体制

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

（中略）

 

※リスク管理体制は平成28年10月1日現在のものであり、今後変更になることがあります。

 

(参考情報)ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較（2011年10月～2016年9月）

■当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価

額の推移

■当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の

比較

分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして計

算していますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。なお、

分配金再投資基準価額は、1999年1月4日の当ファンドの基準価額（9,649

円）に合わせて指数化しています。（以下同じ。）

年間騰落率（各月末時点について１年前と比較したもの）は、分配金再

投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した

騰落率とは異なる場合があります。

 上記は、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、

2011年10月～2016年９月の５年間における年間騰落率（各月末時点につい

て１年前と比較したもの）の平均・最大・最小を表示したものです。

当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算していま

すので、基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります。

代表的な資産クラスは比較対象として記載しているため、当ファンドの投

資対象とは限りません。

（後略）
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４手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。

①　個人、法人別の課税の取扱いについて

（略）

 

②　収益分配時における課税上の取扱いについて

（略）

 
③　個別元本について

（略）

 
※　上記の内容は平成28年４月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。

※　課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

※　買取請求制による換金については、販売会社にお問い合わせください。

 

＜訂正後＞

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。

①　個人、法人別の課税の取扱いについて

（略）

 

②　収益分配時における課税上の取扱いについて

（略）

 

③　個別元本について

（略）

 

※　上記の内容は平成28年9月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。

※　課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

※　買取請求制による換金については、販売会社にお問い合わせください。

 

５運用状況

以下の運用状況は平成28年 9月30日現在です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第３位を切捨て

ており、端数調整は行っておりません。

（１）投資状況

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 8,407,784,459 99.97

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,191,849 0.02

合計(純資産総額) 8,409,976,308 100.00
 

（参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 42,210,885,060 97.48

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,090,134,067 2.51

合計(純資産総額) 43,301,019,127 100.00
 

　

その他の資産の投資状況
 

 

投資資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株価指数先物取引 買建 日本 1,071,630,000 2.47
 

（注）株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

順位 国／地域 種類 銘柄名
数量又は

額面総額

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(％)

1 日本 親投資信託
受益証券

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファ
ンド

5,667,532,497 1.4854 8,418,641,334 1.4835 8,407,784,459 99.97

 

　

ロ.種類別投資比率
 

 

種類 国内／外国 投資比率（％）

親投資信託受益証券 国内 99.97

合計 　 99.97
 

（参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細
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順位 国／地域 種類 銘柄名 業種
数量又は

額面総額

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(％)

1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機
器

274,100 6,089.65 1,669,173,065 5,779.00 1,584,023,900 3.65

2 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン
シャル・グループ

銀行業 1,694,900 533.35 903,974,915 505.10 856,093,990 1.97

3 日本 株式 ソフトバンクグルー
プ

情報・通
信業

120,600 5,735.40 691,689,240 6,522.00 786,553,200 1.81

4 日本 株式 日本電信電話 情報・通
信業

163,400 4,856.72 793,588,048 4,614.00 753,927,600 1.74

5 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通
信業

210,200 2,975.86 625,525,772 3,115.00 654,773,000 1.51

6 日本 株式 三井住友フィナン
シャルグループ

銀行業 168,000 3,487.20 585,849,600 3,380.00 567,840,000 1.31

7 日本 株式 本田技研工業 輸送用機
器

191,100 3,132.08 598,540,488 2,887.50 551,801,250 1.27

8 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 132,500 4,672.37 619,089,025 4,119.00 545,767,500 1.26

9 日本 株式 みずほフィナンシャ
ルグループ

銀行業 3,039,700 176.05 535,139,185 168.60 512,493,420 1.18

10 日本 株式 ソニー 電気機器 151,600 2,795.77 423,838,732 3,293.00 499,218,800 1.15

11 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 88,200 5,361.77 472,908,114 4,823.00 425,388,600 0.98

12 日本 株式 セブン＆アイ・ホー
ルディングス

小売業 87,500 4,627.86 404,937,750 4,757.00 416,237,500 0.96

13 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通
信業

157,200 2,578.15 405,285,180 2,562.00 402,746,400 0.93

14 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 243,300 1,543.87 375,623,571 1,573.50 382,832,550 0.88

15 日本 株式 ファナック 電気機器 21,600 18,110.14 391,179,024 17,010.00 367,416,000 0.84

16 日本 株式 三菱商事 卸売業 156,800 2,023.60 317,300,480 2,285.00 358,288,000 0.82

17 日本 株式 キーエンス 電気機器 4,800 60,750.01 291,600,048 73,460.00 352,608,000 0.81

18 日本 株式 任天堂 その他製
品

13,200 16,330.17 215,558,244 26,605.00 351,186,000 0.81

19 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 38,200 9,761.28 372,880,896 9,080.00 346,856,000 0.80

20 日本 株式 キヤノン 電気機器 113,100 3,270.00 369,837,000 2,923.50 330,647,850 0.76

21 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 18,900 19,272.52 364,250,628 17,210.00 325,269,000 0.75

22 日本 株式 東京海上ホールディ
ングス

保険業 84,400 3,931.18 331,791,592 3,834.00 323,589,600 0.74

23 日本 株式 花王 化学 56,500 5,811.55 328,352,575 5,691.00 321,541,500 0.74

24 日本 株式 村田製作所 電気機器 22,500 14,020.97 315,471,825 13,030.00 293,175,000 0.67

25 日本 株式 ダイキン工業 機械 31,200 8,163.47 254,700,264 9,351.00 291,751,200 0.67

26 日本 株式 三菱電機 電気機器 227,000 1,201.69 272,783,630 1,282.50 291,127,500 0.67

27 日本 株式 三菱地所 不動産業 154,000 2,108.88 324,767,520 1,888.00 290,752,000 0.67

28 日本 株式 日産自動車 輸送用機
器

290,800 1,092.05 317,568,140 982.70 285,769,160 0.65

29 日本 株式 信越化学工業 化学 39,700 6,042.02 239,868,194 7,002.00 277,979,400 0.64

30 日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 73,900 4,104.50 303,322,550 3,706.00 273,873,400 0.63

 

　

ロ.種類別及び業種別の投資比率
 

 

種類 国内／外国 業種
投資比率
（％）

株式 国内 水産・農林業 0.10

鉱業 0.29

建設業 3.04

食料品 4.88
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繊維製品 0.74

パルプ・紙 0.24

化学 6.29

医薬品 5.34

石油・石炭製品 0.49

ゴム製品 0.88

ガラス・土石製品 0.88

鉄鋼 1.15

非鉄金属 0.88

金属製品 0.65

機械 4.88

電気機器 11.88

輸送用機器 9.14

精密機器 1.47

その他製品 1.90

電気・ガス業 1.84

陸運業 4.17

海運業 0.22

空運業 0.53

倉庫・運輸関連業 0.19

情報・通信業 8.28

卸売業 4.29

小売業 4.77

銀行業 7.33

証券、商品先物取引業 0.94

保険業 2.22

その他金融業 1.23

不動産業 2.42

サービス業 3.78

合計 　 　 97.48
 

②投資不動産物件

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

該当事項はありません。

（参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

 

 

該当事項はありません。
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（参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

 

 

資産の種類 取引所 資産の名称 建別 数量 通貨
帳簿価額

（円）

評価額

（円）

投資比率

（％）

株価指数先物
取引

大阪取引所 東証株価指数先物 買建 81日本・円 1,077,242,740 1,071,630,000 2.47

 

（注）時価の算定方法

取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。

（３）運用実績

①純資産の推移

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

 

平成28年9月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
 

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第9計算期間末 (平成19年 3月12日) 17,072 17,149 1.1068 1.1118

第10計算期間末 (平成20年 3月10日) 11,778 11,853 0.7795 0.7845

第11計算期間末 (平成21年 3月10日) 7,583 7,667 0.4505 0.4555

第12計算期間末 (平成22年 3月10日) 9,496 9,576 0.5924 0.5974

第13計算期間末 (平成23年 3月10日) 9,351 9,429 0.6000 0.6050

第14計算期間末 (平成24年 3月12日) 8,270 8,345 0.5493 0.5543

第15計算期間末 (平成25年 3月11日) 9,410 9,507 0.6796 0.6866

第16計算期間末 (平成26年 3月10日) 8,735 8,833 0.8027 0.8117

第17計算期間末 (平成27年 3月10日) 9,788 9,877 1.0008 1.0098

第18計算期間末 (平成28年 3月10日) 8,408 8,502 0.8879 0.8979

平成27年 9月末日 8,832 ― 0.9386 ―

　　　　10月末日 9,771 ― 1.0362 ―

　　　　11月末日 9,830 ― 1.0505 ―

　　　　12月末日 9,621 ― 1.0291 ―

平成28年 1月末日 8,987 ― 0.9520 ―

　　　　 2月末日 8,163 ― 0.8619 ―

　　　　 3月末日 8,561 ― 0.8925 ―

　　　　 4月末日 8,427 ― 0.8873 ―

　　　　 5月末日 8,660 ― 0.9132 ―

　　　　 6月末日 7,803 ― 0.8247 ―

　　　　 7月末日 8,326 ― 0.8757 ―

　　　　 8月末日 8,369 ― 0.8796 ―

　　　　 9月末日 8,409 ― 0.8820 ―
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（注）表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

②分配の推移

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

 

 

期 計算期間 1口当たりの分配金（円）

第9計算期間 平成18年 3月11日～平成19年 3月12日 0.0050

第10計算期間 平成19年 3月13日～平成20年 3月10日 0.0050

第11計算期間 平成20年 3月11日～平成21年 3月10日 0.0050

第12計算期間 平成21年 3月11日～平成22年 3月10日 0.0050

第13計算期間 平成22年 3月11日～平成23年 3月10日 0.0050

第14計算期間 平成23年 3月11日～平成24年 3月12日 0.0050

第15計算期間 平成24年 3月13日～平成25年 3月11日 0.0070

第16計算期間 平成25年 3月12日～平成26年 3月10日 0.0090

第17計算期間 平成26年 3月11日～平成27年 3月10日 0.0090

第18計算期間 平成27年 3月11日～平成28年 3月10日 0.0100

 

③収益率の推移

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

 

 

期 計算期間 収益率（％）

第9計算期間 平成18年 3月11日～平成19年 3月12日 6.63

第10計算期間 平成19年 3月13日～平成20年 3月10日 △29.12

第11計算期間 平成20年 3月11日～平成21年 3月10日 △41.57

第12計算期間 平成21年 3月11日～平成22年 3月10日 32.61

第13計算期間 平成22年 3月11日～平成23年 3月10日 2.13

第14計算期間 平成23年 3月11日～平成24年 3月12日 △7.62

第15計算期間 平成24年 3月13日～平成25年 3月11日 25.00

第16計算期間 平成25年 3月12日～平成26年 3月10日 19.44

第17計算期間 平成26年 3月11日～平成27年 3月10日 25.80

第18計算期間 平成27年 3月11日～平成28年 3月10日 △10.28

第19中間計算期間 平成28年 3月11日～平成28年 9月10日 0.11

 

（注１）収益率は期間騰落率。

（注２）小数点第３位四捨五入。

（４）設定及び解約の実績

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
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期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）

第9計算期間 平成18年 3月11日～平成19年 3月12日 3,841,870,050 6,323,656,816 15,425,294,107

第10計算期間 平成19年 3月13日～平成20年 3月10日 2,907,024,864 3,222,827,472 15,109,491,499

第11計算期間 平成20年 3月11日～平成21年 3月10日 3,282,903,123 1,560,198,508 16,832,196,114

第12計算期間 平成21年 3月11日～平成22年 3月10日 2,153,036,867 2,956,484,370 16,028,748,611

第13計算期間 平成22年 3月11日～平成23年 3月10日 2,723,535,436 3,165,882,534 15,586,401,513

第14計算期間 平成23年 3月11日～平成24年 3月12日 1,913,349,732 2,444,065,993 15,055,685,252

第15計算期間 平成24年 3月13日～平成25年 3月11日 1,546,858,797 2,755,516,847 13,847,027,202

第16計算期間 平成25年 3月12日～平成26年 3月10日 1,720,491,029 4,684,522,874 10,882,995,357

第17計算期間 平成26年 3月11日～平成27年 3月10日 1,297,591,952 2,399,371,648 9,781,215,661

第18計算期間 平成27年 3月11日～平成28年 3月10日 1,764,811,465 2,076,291,110 9,469,736,016

第19中間計算期間 平成28年 3月11日～平成28年 9月10日 615,479,246 570,638,581 9,514,576,681

 

≪参考情報≫
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※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。

※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧するこ

とができます。

 

第２【管理及び運営】

３資産管理等の概要

（５）その他

＜訂正前＞

①～⑤　（略）

 

⑥　公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

http://www.am-one.co.jp/（平成28年10月1日現在（予定））

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告

は、日本経済新聞に掲載します。

⑦　運用報告書

委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況

などを記載した「運用報告書」を作成します。

・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。

・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）

の交付の請求があった場合には、交付いたします。

http://www.am-one.co.jp/（平成28年10月1日現在（予定））

 

＜訂正後＞

①～⑤　（略）

⑥　公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

http://www.am-one.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
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は、日本経済新聞に掲載します。

⑦　運用報告書

委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況

などを記載した「運用報告書」を作成します。

・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。

・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）

の交付の請求があった場合には、交付いたします。

http://www.am-one.co.jp/
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第３【ファンドの経理状況】

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

 

（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す

る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間の中間財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。

 

 

中間財務諸表

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

第19期中間計算期間
(平成28年 9月10日現在)

資産の部

流動資産

金銭信託 1,831,910

コール・ローン 36,717,251

親投資信託受益証券 8,454,440,513

未収入金 4,570,000

流動資産合計 8,497,559,674

資産合計 8,497,559,674

負債の部

流動負債

未払解約金 10,487,409

未払受託者報酬 3,379,329

未払委託者報酬 25,908,154

未払利息 142

その他未払費用 189,919

流動負債合計 39,964,953

負債合計 39,964,953

純資産の部

元本等

元本 9,514,576,681

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,056,981,960

（分配準備積立金） 1,962,224,695

元本等合計 8,457,594,721

純資産合計 8,457,594,721

負債純資産合計 8,497,559,674

（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

第19期中間計算期間
(自　平成28年 3月11日
至　平成28年 9月10日)

営業収益
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第19期中間計算期間
(自　平成28年 3月11日
至　平成28年 9月10日)

有価証券売買等損益 41,935,303

営業収益合計 41,935,303

営業費用

支払利息 8,355

受託者報酬 3,379,329

委託者報酬 25,908,154

その他費用 189,970

営業費用合計 29,485,808

営業利益又は営業損失（△） 12,449,495

経常利益又は経常損失（△） 12,449,495

中間純利益又は中間純損失（△） 12,449,495

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△） △5,394,399

期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,061,518,028

剰余金増加額又は欠損金減少額 64,056,794

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

64,056,794

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

-

剰余金減少額又は欠損金増加額 77,364,620

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

-

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

77,364,620

分配金 -

中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,056,981,960

（３）中間注記表

　

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

　　　　　　　項目

第19期中間計算期間

(自 平成28年 3月11日

至 平成28年 9月10日)

１有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

　基準価額で評価しております。

２収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益

　約定日基準で計上しております。

 

　

（中間貸借対照表に関する注記）
 

 

第19期中間計算期間

(平成28年 9月10日現在)

１ 中間計算期間末日における受益権の総数
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第19期中間計算期間

(平成28年 9月10日現在)

9,514,576,681口

２ 元本の欠損金額

純資産額は元本を1,056,981,960円下回っております。

３ 中間計算期間末日における１単位当たりの純資産の額

１口当たり純資産の額 0.8889円

（1万口当たり純資産の額） (8,889円)

 

　

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
 

 

 

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

　　　　　　　項目
第19期中間計算期間

(平成28年 9月10日現在)

１貸借対照表日における貸借対照表の

科目ごとの計上額・時価・時価との

差額

　中間貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているた

め、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２貸借対照表の科目ごとの時価の算定

方法

(１)有価証券

親投資信託受益証券　

　原則として、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(２)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前

提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる

こともあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ

ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）
 

 

該当事項はありません。
 

 

 

 

　

（その他の注記）
 

 

　　　　　　　　　　　　　　　期別

項目

第19期中間計算期間

(平成28年 9月10日現在)

期首元本額 9,469,736,016円

期中追加設定元本額 615,479,246円

期中一部解約元本額 570,638,581円

 

（参考）

当ファンドは、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計

上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通り

です。また、同マザーファンドは休日付け決算処理を行わない為、前営業日（平成28年9月9日）の状況を記載しておりま

す。

 

 

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

 

 

貸借対照表

 

（単位：円）

 (平成28年 9月 9日現在)

資産の部  

流動資産  
コール・ローン 911,386,092

株式 48,785,326,860

未収配当金 23,601,176

前払金 4,230,000

差入委託証拠金 39,360,000

流動資産合計 49,763,904,128

資産合計 49,763,904,128

負債の部  
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流動負債  
派生商品評価勘定 3,167,940

未払金 198,240

未払解約金 108,010,000

未払利息 1,787

流動負債合計 111,377,967

負債合計 111,377,967

純資産の部  

元本等  
元本 33,221,102,849

剰余金  
期末剰余金又は期末欠損金（△） 16,431,423,312

元本等合計 49,652,526,161

純資産合計 49,652,526,161

負債純資産合計 49,763,904,128

 

注記表

　

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

　　　　　　　項目
(自 平成28年 3月11日

至 平成28年 9月 9日)

１有価証券の評価基準及び評価方法 株式

 

　原則として時価で評価しております。

 

２派生商品等の評価基準及び評価方法 先物取引

 

　原則として時価で評価しております。

　

３収益・費用の計上基準 受取配当金

 

　受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

を計上しております。

 

 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益

　

　約定日基準で計上しております。

 
 

　

（貸借対照表に関する注記）
 

 

項目 (平成28年 9月 9日現在)

１ 計算期間末日における受益権の総数  33,221,102,849口

 

２ 計算期間末日における1単位当たりの純資産の

額

１口当たり純資産の額 1.4946円

 

 （1万口当たり純資産の額） (14,946円)
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（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 
 

 

　　　　　　　項目 (平成28年 9月 9日現在)

１貸借対照表日における貸借対照表の

科目ごとの計上額・時価・時価との

差額

　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸

借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

２貸借対照表の科目ごとの時価の算定

方法

(１)有価証券

 株式　

 

 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

　当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終

相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で

評価しております。

②時価が入手できなかった有価証券

　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事

由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と

認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価

額で評価しております。

 

 (２)デリバティブ取引

 

 先物取引　

 

 　デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。

　

 (３)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

 

 　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

３金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前

提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる

こともあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ

ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
 

　

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）
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ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（株式関連）

（平成28年 9月 9日現在）

 

 
 

区分 種類 契約額等（円）
　

時価（円） 評価損益（円）
うち1年超

市場取引 株価指数先物取引     

買建 816,602,940 － 813,435,000 △3,167,940

合計 816,602,940 － 813,435,000 △3,167,940

 

（注）時価の算定方法

　株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

 

　

（その他の注記）
 

 

　　　　　　　　　　　　　　　期別

項目

(平成28年 9月 9日現在)

期首 平成28年 3月11日

親投資信託の期首における元本額 34,131,017,520円

期中追加設定元本額 7,024,135,928円

期中一部解約元本額 7,934,050,599円

期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図

型投資信託ごとの元本額
 

期末元本額 33,221,102,849円

　  

ＭＨＡＭスリーウェイオープン 1,175,497,479円

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン 5,656,657,643円

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） 19,007,564,113円

動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 13,448,367円

コア資産形成ファンド 12,684,785円

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 379,073,481円

ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 3,592,220,834円

ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 3,383,956,147円

 

２ファンドの現況

以下のファンドの現況は平成28年 9月30日現在です。

純資産額計算書

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
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Ⅰ　資産総額 8,423,632,212円　

Ⅱ　負債総額 13,655,904円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,409,976,308円　

Ⅳ　発行済口数 9,535,467,070口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8820円　
 

（参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

 

 

Ⅰ　資産総額 43,362,390,816円　

Ⅱ　負債総額 61,371,689円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 43,301,019,127円　

Ⅳ　発行済口数 29,188,348,466口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4835円　
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１委託会社等の概況

＜訂正前＞

(1) 資本金の額

平成28年10月1日現在（予定）

資本金 20億円  

発行する株式の総数
※ 100,000株（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）

発行済株式の総数 40,000株（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）

※種類株式の発行が可能

 

過去５年間における資本金の額の増減はありません。

 

(2) 会社の機構(平成28年10月1日現在（予定）)

①　会社の意思決定機構

（略）

 

②　投資運用の意思決定機構

（略）

 

＜訂正後＞

(1) 資本金の額(平成28年10月1日現在)

資本金 20億円  

発行する株式の総数
※ 100,000株（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）

発行済株式の総数 40,000株（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）

※種類株式の発行が可能

 

過去５年間における資本金の額の増減はありません。

 

(2) 会社の機構(平成28年10月1日現在)

①　会社の意思決定機構

（略）

 

②　投資運用の意思決定機構

（略）

 

２事業の内容及び営業の概況
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＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を

行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受

益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に

定める投資助言・代理業を行っています。

 

ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月１日にみずほ投信投資顧問株式会社、新光投信

株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）と統合し、商号をアセットマネジメントＯｎｅ株式会

社に変更しました。

 

平成28年9月30日現在、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。

（親投資信託を除く）

基本的性格 本数 純資産総額（単位：円）

追加型公社債投資信託 0 0

追加型株式投資信託 393 5,864,442,125,905

単位型公社債投資信託 49 337,748,656,746

単位型株式投資信託 9 88,382,773,408

合計 451 6,290,573,556,059

 

（ご参考）

平成28年9月30日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は

以下の通りです。（親投資信託を除く）

・みずほ投信投資顧問株式会社

基本的性格 本数 純資産総額(円)

追加型公社債投資信託 13 275,632,843,628

追加型株式投資信託 229 2,280,959,186,831

単位型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 3 1,454,591,074

合計 245 2,558,046,621,533

 

・新光投信株式会社

基本的性格 本数 純資産総額(円)

追加型公社債投資信託 25 651,056,923,166

追加型株式投資信託 240 3,084,756,237,399

単位型公社債投資信託 7 42,284,286,781

単位型株式投資信託 79 290,858,982,767
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合計 351 4,068,956,430,113

 

３委託会社等の経理状況

＜訂正前＞

 

1．～3．　（略）

 

※ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月1日にみずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式

会社及びみずほ信託銀行株式会社の資産運用部門と統合し、商号をアセットマネジメントＯｎｅ株式会社に変

更する予定です。

　委託会社の財務諸表に引き続き、みずほ投信投資顧問株式会社の第53期事業年度の財務諸表及び新光投信株

式会社の第56期事業年度の財務諸表を参考として添付しております。

 

（後略）

 

＜訂正後＞

 

1．～3．　（略）

 

※ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月1日にみずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式

会社及びみずほ信託銀行株式会社の資産運用部門と統合し、商号をアセットマネジメントＯｎｅ株式会社に変

更いたしました。

　委託会社の財務諸表に引き続き、みずほ投信投資顧問株式会社の第53期事業年度の財務諸表及び新光投信株

式会社の第56期事業年度の財務諸表を参考として添付しております。

 

（後略）

 

５その他

＜訂正前＞

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

平成28年９月７日付で、株式に関する事項等の定款の変更を行いました。

 

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社は、平成28年10月１日にみずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式

会社（資産運用部門）と統合し、商号をアセットマネジメントＯｎｅ株式会社に変更する予定です（関係

当局の認可等を前提とします）。
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＜訂正後＞

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

平成28年９月７日付で、株式に関する事項等の定款の変更を行いました。

平成28年10月１日に、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社は、みずほ投信投資顧問株式会社、新光

投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）と統合し、商号をアセットマネジメントＯｎｅ

株式会社に変更しました。なお、当該統合に伴い、監査等委員会設置会社に移行しました。

 

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

 

第２【その他の関係法人の概況】

１名称、資本金の額及び事業の内容

＜訂正前＞

 

名称
資本金の額
(百万円)

事業の内容

（1）受託会社 みずほ信託銀行株式会社 247,369 銀行法に基づき銀行業を営む

とともに、金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律（兼営

法）に基づき信託業務を行って

います。

（2）販売会社 株式会社SBI証券 47,937 「金融商品取引法」に定める

第一種金融商品取引業を営んで

います。
 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000

 カブドットコム証券株式会社 7,196

 マネックス証券株式会社 12,200

 丸國証券株式会社 601

 楽天証券株式会社 7,495

 株式会社みずほ銀行 1,404,065 銀行法に基づき監督官庁の免

許を受け、銀行業を営んでいま

す。
 株式会社東邦銀行 23,519

 株式会社名古屋銀行 25,090

 株式会社西日本シティ銀行 85,745

 株式会社北陸銀行 140,409

 株式会社広島銀行 54,573

 株式会社みちのく銀行 34,168

 

みずほ信託銀行株式会社
※ 247,369

銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業務
の兼営等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務を行って
います。

（注）資本金の額：平成27年9月末日現在

※みずほ信託銀行株式会社は新規の受益権の取得のお申込みの取扱いは行いません。なお、アセットマネジ

メントＯｎｅ株式会社においても新規の受益権の取得のお申込みの取扱いは行いません。
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＜訂正後＞

 

名称
資本金の額
(百万円)

事業の内容

（1）受託会社 みずほ信託銀行株式会社 247,369 銀行法に基づき銀行業を営む

とともに、金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律（兼営

法）に基づき信託業務を行って

います。

（2）販売会社 株式会社SBI証券 47,937 「金融商品取引法」に定める

第一種金融商品取引業を営んで

います。
 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000

 カブドットコム証券株式会社 7,196

 高木証券株式会社 11,069

 マネックス証券株式会社 12,200

 丸國証券株式会社 601

 楽天証券株式会社 7,495

 株式会社みずほ銀行 1,404,065 銀行法に基づき監督官庁の免

許を受け、銀行業を営んでいま

す。
 株式会社大垣共立銀行 36,166

 株式会社東邦銀行 23,519

 株式会社名古屋銀行 25,090

 株式会社西日本シティ銀行 85,745

 株式会社北陸銀行 140,409

 株式会社広島銀行 54,573

 株式会社みちのく銀行 34,168

 

みずほ信託銀行株式会社
※ 247,369

銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業務
の兼営等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務を行って
います。

（注）資本金の額：平成28年３月末日現在

※みずほ信託銀行株式会社は新規の受益権の取得のお申込みの取扱いは行いません。なお、アセットマネジ

メントＯｎｅ株式会社においても新規の受益権の取得のお申込みの取扱いは行いません。

 

３資本関係

＜訂正前＞

該当事項はありません（平成28年10月1日現在（予定））。

（持株比率５％以上を記載します。）

 

＜訂正後＞

該当事項はありません。
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（持株比率５％以上を記載します。）
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独立監査人の中間監査報告書

平成２８年１０月２８日

アセットマネジメントOne株式会社

　取　締　役　会　　御　中

 
新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
公認会計士 湯原　 尚 　印

業務執行社員

指定有限責任社員
公認会計士 山野　 浩 　印

業務執行社員

 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープンの平成２８年３月１１日から平成
２８年９月１０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全
体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がな
いかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査
を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の
表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれ
る。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープンの平成２８年９月１０日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成２８年３月１１日から平成２８年９月１０日まで）
の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
(注)1.上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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